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○
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
建
築
士
法
施
行
規
則

第
十
七
条
の
十
八
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

 

る
。

 

令
和
七
年
五
月
十
二
日

 

国
土
交
通
大
臣　

中
野　

洋
昌

 

建
築
士
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
十
八
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
等
の
一
部
を
改
正
す

 

る
告
示

 

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

一　

建
築
士
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
十
八
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
（
平
成
十
三
年
国
土

 

交
通
省
告
示
第
四
百
二
十
号
）
第
二
号

二　

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
団
体
登
録
規
程
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
七
十
七
号
）
第
七
条
第

 

一
項
第
一
号
ハ

三　

家
賃
債
務
保
証
業
者
登
録
規
程
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
百
九
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三

 号
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附　

則

 

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
六
月
一
日
。
次
項
に
お
い
て
「
刑
法

 

施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）

２　

刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四

十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
（
以
下
「
懲
役
」
と
い
う
。

）
又
は
旧
刑
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
禁
錮
（
以
下
「
禁
錮
」
と
い
う
。
）
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
係
る
改
正
後
の
各

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
無
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

と
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
た
者
は
そ
れ
ぞ
れ
刑
期
を
同
じ
く
す
る
有
期
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
と

 

み
な
す
。


